
一般的な確定図に次のことを追加して下さい

1 基準点及び機械点(トラバース点)
座標値、種別、新設・既設・復元の別
図面中にプロット、概略図か写真
別途写真でも可　　点名記載

2 座標求積表
申請地 可能な限り機構用地も
世界測地系の場合
測地系番号、縮尺係数

3 境界線・標(プロットマーク)・点名・辺長
座標値、種別、新設・既設・復元の別
図面中にプロット、概略図か写真
別途写真でも可　　点名記載
確定境界線・標(プロットマーク)・点名・辺長は
実線・赤(朱)色
水資源機構の杭の場合は名称(水資源機構)記載

4 引照点
できる限り近距離(10m以下)
２点以上から２ヶ所以上の点
図面中に座標値、種別、プロット、
図面中に破線・引照点距離を作図するか又は引照点表
図面中に概略図か写真
別途写真でも可　　点名記載

5 断面図 機構用地又は地上権地が帯状の土地の場合に
断面図が必要　幅員が一定の場合が多いため

図面中に起終点・折れ点毎に作図　
縮尺、距離、境界標、点名、地番、
建物、ブロック等現況
建物、ブロック等とのあき寸法も記載
別途写真も必要

6 作成者等
作成者住所・氏名・資格・肩書き等
測量、作成、年月日・電話番号等

写真には点名・種別、新設・既設・復元の別を記載

7 承諾書・確定図提出後の押印
条件具備確認後押印します

職員の認印 即時～７日以内
部長の公印 １～２ヶ月以内

確　定　図 可能な限りお願いします


